
■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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環境省は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ特措法）」に

基づき、ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者から都道府県等に届出された、平成１５年３月３１日現在のＰＣＢ廃

棄物の保管状況について全国集計結果をまとめ公表しました。 

 この集計は事業者から都道府県に届け出されているＰＣＢ廃棄物の保管量とＰＣＢが使用されてい

る製品の使用状況を、（１）高圧トランス、（２）高圧コンデンサ、（３）低圧トランス、（４）低圧コンデンサ、

（５）柱上トランス、（６）安定器、（７）ＰＣＢ、（８）ＰＣＢを含む油、（９）感圧複写紙（ノーカーボン紙）、（１０）ウ

エス、（１１）汚泥、（１２）その他の機器－－の１２の区分ごとにとりまとめたものです。 

 このうち廃棄物保管量（台数、重量ベース）については、高圧コンデンサ、低圧トランス、ＰＣＢ、ウエ

ス、その他の機器－－の５項目は１４年度集計結果より保管量が減少していましたが、これ以外の７項

目は増加。一方使用量（重量、台数ベース）のほうは低圧トランス、低圧コンデンサ、ＰＣＢを含む油－－

の３項目が１４年度集計結果より増加していましたが、これ以外の６項目は減少していました（感圧複写

紙、ウエス、汚泥はデータなし）。 

 この結果について環境省は「保管量は全体として増加傾向にあり、使用量は減少傾向にある」とま

とめ、このような結果が出た要因として、（１）ＰＣＢ特措法の施行でこれまで把握されていなかったＰＣ

Ｂ廃棄物の把握が進んだ、（２）使用から保管への切り替えが進んだ－－の２点をあげています。 

 なお環境省はＰＣＢ廃棄物数量の確実な把握を進めるために、引き続きＰＣＢ特措法に基づく届出制

度の周知と事業者への適正保管についての指導徹底を都道府県に要請していく方針です。 
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